
 

 

 

 

 

 

 

安 全 報 告 書 
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本安全報告書は航空法第 111条の 6の規定に基づき作成いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日航空株式会社 

 

 



１． 輸送の安全を確保するための事業運営の基本方針 

 

 

安全安全安全安全のののの確保確保確保確保はははは、、、、事業運営事業運営事業運営事業運営のののの至上命題至上命題至上命題至上命題でありでありでありであり    

社会的使命社会的使命社会的使命社会的使命であるであるであるである    

 

朝日航空 ㈱ は朝日航洋グループの一員として、グループ共通の「経営理念」に基づき、

安全を推進していきます。 

 

航空法等の法令、運航・整備規定等を遵守して日々の業務を行います 

 

 経営理念 

１） 安全と信頼によるお客様満足度の追求 

２） 変化とスピードによるビジネス推進 

３） 人を活かし、人を育てる 

 

安全訓：「基本の確行」 

 “やるべき事は確実にやり、やってはいけないことは決してやらない” 

 

２．輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制 

 

 １） 組織および人員 

① 会社全体及び安全確保に関する組織 

 



  ② 安全確保に関する組織の機能と役割及び人員数 

 

経営トップ自らが、直接責任を持ち、運航部門と直接結び付いて安全運航を推進します 

 

安全運航委員会 

会社の安全体制を向上させ、事故を防止し、運航の安全を推進するため、安全上必要と 

認められる基本的方針を立案するとともに具体的方策について、助言、勧告するために 

設置されています。 

 

常務取締役を委員長に、運航担当役員、整備担当役員、運航管理室長、技術管理室 

長、整備部課長、飛行クラブ事務局長、調布運航所長及び乗員審査室長（事務局長）に 

より構成され、毎月 1回開催されます。 

 

委員長は、安全上重要と認められるものについて、常勤役員会に答申又は、上申を行い 

ます。 

 

航空機の運航、整備・修理等の安全管理は、社長および役員の指揮のもと、各部の部長

以下のラインにより管理されます。 

 

 

  ③ 航空機乗組員及び整備従事者の数 

 

航空機乗組員 整備従事者 

1８名 1４名 

 

 

 

  ④ 運航管理担当者の数及び有資格整備士の数 

 

運航管理担当者 有資格整備士 

1７名 １３名 

 



  ２） 日常運航の支援体制 

 

   ① 航空機乗組員、整備従事者及び運航管理担当者の定期訓練及び審査の内容 

 

   「運航規程審査要領」（空航第58号）、「整備規定審査要領」（空機第73号）及び「航空運

送事業及び航空機使用事業の許可及び事業計画変更の許可審査要領（空機第６８及び

６９号）」により定められています。これらの規程については、国土交通省航空局ホームペ

ージをご覧下さい。 

 

   ② 日常運航における問題点の把握と共有及び現場へのフィードバック体制 

 

ヒヤリハット報告 

朝日航洋グループ共通の「発生情報」と呼ぶコンピューターを利用した報告システムを活 

用し、運航・整備作業における小異常の顕在化を図っています。 

   安全運航委員会（会議） 

   発生したインシデントの要因分析と再発防止策及び実施状況の確認を行います。 

   職場安全会議 

   運航部、運航部調布運航所、整備部及び業務部の各部署で毎月開催し、議事録は安全 

   運航委員会に提出、検討されます。 

 

   ③ 安全に関する社内啓蒙活動 

 

   ・安全パトロールの実施 ・航空安全情報の発行 ・緊急事態模擬訓練の実施 

・各種安全セミナー等への参加 ・安全大会（原則毎年 3月２５日開催） 

 

 ３） 使用航空機 

 

機 種 機数 座席数 
平均年間 

飛行時間 

平均年間 

飛行回数 
導入時期 

平均 

機齢 

セスナ式 

１７２型 
9 4 ３３７ ２２６ １９７８年 ２７年 

セスナ式 

２０６型 
２ 6 ２２４ １０７ １９９５年 ２８年 

セスナ式 

２０７型 
1 7 ２２７ １０２ １９７４年 ３４年 

セスナ式 

２０８型 
３ １０ ２８６ １０８ ２００２年 １１年 

ビーチ式 

５８型 
２ ６ ６７１ ４４１ １９９３年 １４年 



３． 法第 111条の４の規定に基づく報告に関する事項 

 

１） 法第 111 条の４に規定する「航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態」（事

故、重大インシデント及びその他の安全上のトラブル）の発生状況 

 

ありません。 

 

４． 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置に関する事項 

 

１） 国から受けた事業改善命令、厳重注意その他の文書による行政処分又は行政指導 

 

    ありません。 

 

 ２） 輸送の安全に関する目標の達成度、安全に関する取り組みの実施状況 

 

   ２００７年度については、航空事故、重大インシデント及びその他の安全上のトラブルの 

発生は無く、航空局指示に基づく安全総点検においても不安全事項の指摘はありませ 

ん。 

 

 ４） ２００８年度の安全目標 

 

① 小異常の顕在化に努め、発生情報の共有を図り不安全事項を排除していきます。

「無事故挑戦１０万時間」を合言葉に、無事故を継続させていきます。 

 

② 安全に関する具体的な取組み目標 

 

・ 職場安全会議及び安全運航委員会の毎月の開催。 

・ ヒヤリ・ハット情報を含め不安全事項の報告と情報の共有をします。 

・ 社内、社外で発生した事故、重大インシデント等関する再発防止策を策定し、同種

事故の再発を防止します。 

・ 安全をベースにした社内「Ｓ・ＱＤＣ活動」で提案された安全ｱｲﾃﾑを取り込み、横展

開させ、安全意識の向上を図っていきます。 

 

以上 


